
　地元産品やサービス等の中から、お好みの一品をお選びいただく「敬老えら
べるギフトカタログ」を送付しています。
　お申し込みがお済みでない方は、期限までに申込書を提出してください。

対 象 者 	 令和４年９月１日現在に、市内に住所を有する数え年75歳以上の方
（昭和23年12月31日以前生まれの方）

申込 方法 	 ギフトカタログに同封の申込書を返信用封筒で郵送、または高年
福祉課、各総合支所地域振興課窓口へ提出

申込期限 	 12月31日（土）（当日消印有効）※窓口へ提出の場合は12月28日（水）まで

　令和５年１月から、軽自動車税の納付
情報を軽自動車検査協会がオンライン
で確認できる「軽JNKS（ケイジェンク
ス）」が全国一斉に運用開始され、継続
検査（車検）窓口での納税証明書の提示
が原則不要になります。
注意事項
◆次のようなケースは、軽JNKSによる
納付確認ができないため、紙の納税
証明書が必要となる場合があります。
紙の納税証明書が必要な方は、納税
課までお問い合わせください。

　●納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合　　●中古車の購入直後の場合
　●他の市区町村へ引っ越した直後の場合　　●対象車両に過去の未納がある場合
◆二輪、原付、小型特殊については、軽JNKSの対象外であるため、従来どおり紙の納税証明書が必要です。

第51回たつの市梅と潮の香マラソン大会のための通行規制敬老えらべるギフトカタログの申し込みはお済みですか

軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要に！

　たつの市梅と潮の香マラソン大会開催に当たり、下記の時間帯で道路の通行規制を行いますので、ご理解と
ご協力をよろしくお願いします。	 ▶御津体育館（☎322・3012）

と き 		令和５年１月29日（日）８時10分～11時10分

▶市税課市民税係（☎64・3145）

　令和５年度から適用される市・県民税（個人住民税）の主な税制改正は次のとおりです。
住宅ローン控除の延長

　住宅ローン控除の適用期限が４年延長（令和４年１月１日から令和７年12月31日までに入居した者が対象）となります。
　また、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額については、所得税の課税総所得金額等の５％（最高97,500
円）の範囲内で市・県民税から控除されます。
　なお、控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和４年から令和７年までに入居した場合は13年
間、その他の新築住宅に令和４年または令和５年に入居した場合は13年間、令和６年または令和７年に入居した場合は
10年間となり、既存住宅に令和４年から令和７年までに入居した場合は10年間となります。

民法改正に伴う市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢の見直し
　民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和５年度から、その年の賦課期日（１月１日）時点で18歳または19歳の方は、市・
県民税の課税・非課税の判定における未成年にはあたらないことになります。
　未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の
合計所得金額が38万円（扶養家族がいる場合等は異なる）を超える場合は課税されます。

セルフメディケーション税制の見直し
　セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲を見直し、適用期限が５年延長（令和８年12月31日）となります。
※税制改正の詳細は市ホームページにも掲載していますので、ご覧ください。

市税課からのお知らせ

▶高年福祉課（☎64・3152）

▶納税課（☎64・3144）

12月31日
まで

①国道２号正條から御津方面に
向かう車両は、馬路川排水機
場のところで土手（北方面）
に迂回してください。

②たつの大橋北詰から御津へ向
かう車両は、王子橋方面へ迂
回してください。

③大型車両は、山津屋信号で迂
回してください。

④網干から室津・相生方面へ向
かう車両は、新元川橋の西か
ら土手を走行し、王子橋から
国道２号方面に迂回してくだ
さい。
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